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インサイダー取引規制（情報伝達・取引推奨行為に対する規制）の違反事例の

発生を受けたお願い

平素は、証券市場の適切な運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご高承のとおり、最近、未公表の重要事実を伝達した上場会社の元役

員が、情報伝達規制の違反の疑いで刑事告発されました。

2014年 4月に施行された、インサイダー取引規制に係る改正金融商品取引法

により、会社関係者が他人に利益を得させる等の目的をもって未公表の重要事

実を伝達する行為や取引を推奨する行為が禁止され、当該行為がインサイダー

取引に結び付いた場合には、当該会社関係者も処罰の対象になることとされま

した。この禁止行為に該当するものとしてすでに 4 件が証券取引等監視委員会

により課徴金勧告の対象となっていますが、本件はこの改正以降に刑事告発さ

れた初めての事例となります。

上場会社の皆様におかれましては、自社の役職員によるこれらの行為の未然

防止に向けて既に必要な対応を講じられていると存じますが、これを機に社内

体制を再点検いただき、あわせて、役職員への徹底にも万全を期していただき

ますようお願い申し上げます。

以 上



（別紙）２０１４年４月金商法改正の概要について

（出典）金融庁ホームページ掲載資料より抜粋

○情報伝達・取引推奨行為に対する規制


